
指導講師は医師、保健師、助産師又は正看護師の資格及び3年以上の実務経験を有し、相模原市が実施する「喀痰吸引等指導者養成研修
（医療的ケア教員講習会）」への参加を了承している又は既に受講している者であること。

①国の「喀痰吸引等指導者講習」   
②都道府県の「指導看護師研修」   
③他社開催の「医療的ケア教員講習会」

受講申込者が所属する実地研修を行う施設　（事業所）長は、実地研修開始日まで、下記に定める要件をすべて満たしておく (見込を含 
む) 必要があります。


